〇〇町地域福祉推進チーム「羽咋サロン会」会則見本

（名称）
第1条　本会の名称は〇〇町地域福祉推進チーム「羽咋サロン会」と称する。
（事務局）
第2条　本会の事務局を、羽咋市〇〇町内「〇〇町会館」に置く。
（参加資格）
第3条　本会は原則として〇〇町内に在住する人で組織する。
（会員資格）
第4条　会員は、本会の目的に賛同し（本会でのボランティア活動を希望し、）会員（スタッフ）を行った者や、本会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。
（目的）
第5条　本会は、「だれもが安心して暮らせるまちづくり」という地域福祉の理念を取り入れ活動（事業）を行うことにより、地域住民による支えあいという考え方で、地域福祉活動を推進することを目的とするとともに会員相互の交流を図る。
（活動内容）
第6条　本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動（事業）を実施する。
①　気軽に集える「地域サロン」の開催。会員相互の交流。
②　福祉課題や活動についての話し合い。
③　見守り活動。
④　他団体が行う交流会や研修会への参加。
⑤　三世代交流の開催。
⑥　その他、本会の目的を達成する為に必要な事業。
（役員及び職務）
第7条　本会に次に掲げる役員を置く。
　代　表　　1名　　代表は会務を総括し、その職務を遂行する。
　事務局長　1名　　本会の事務全般を担当する。
　会　計　　1名　　本会の出納事務を担当する。
　監　査　　1名　　本会の業務及び財産の状況を監査する。
（役員の選出）
第8条　本会の役員は会員の中から立候補及び推薦された者から会員（スタッフ会議）において選出する。
（運営）
第9条　本会の運営は、〇〇町町会・羽咋市社会福祉協議会からの助成金、その他収入をもってあてる。
但し、実施事業（活動内容）により参加者・スタッフの一部負担とする。
（会計年度）
第10条　本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。
（変更）
第11条　この会則はスタッフ会議にて出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
付則
この会則は、令和〇年〇月〇日から施行する。
